
議 案 第 37号 関 係 資 料

平 成 22年 6月 14日

.職員の育児体業等に関する条例の一部を改正する条例

1 改正趣旨

地方公務員の育児体業等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行う

2 改正概要

3規程整備の内容

別紙新旧対照表のとおり

①職員の配偶者が育児体業をしていても、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の請
求ができるように改正
②職員が子の出生日から一定期間内に最初の育児休業 (産後パパ育休)を した場合、特
別の事情がなくとも再度の育児休業を取得できるように改正 (期間は条例により規定)

内 容 現 行 改 正

【第2条 5、 6号】
「育児休業を取得すること
ができない職員」の改正

・配偶者が育児休業法等によ
り育児体業を取得している職
員
0配偶者が専業主婦 (夫)で
ある職員

規定を削除する。
※ 【第7条】育児短時間勤務
及び 【第14条 】部分体業をす
ることができない職員につい
てヰ、同様に改正する^

【第2条の2】

「産後パパ育休 (通称)の
期間」の規定

※産後パパ育休とは子の出
生 日から一定期間内に取得
する最初の育児体業のこと
で、特別な事情がなくても
再度の育児体業取得が可能

規定な し 産後パパ育体の期間を 「出生
の日から57日 間」と規定す
る。

【第3条】
「再度の育児休業をするこ
とができる特別の事情」の

改正

0職員の育児休業期間終了
後、配偶者が3ヶ 月以上にわ
たり育児休業を取得 し、再度
職員が育児休業を取得する場
合 (当 初の育児体業請求時、
任命権者に計画の申し出が必
要)

・職員の育児休業期間終了
後、3ヶ 月以上経過し、再度
育児休業を取得する場合とす
る。 (当 初の育児休業請求
時、任命権者に計画の申し出
が必要)

※ 【第11条 】育児短時間勤務
についても同様に改正する。
部分休業も第11条を準用して
いるため同様の取扱いとな
るハ

【第5条】
「育児休業の承認の取消事
由」 の改正

・職員以外の親が常態として
養育することができることと
なったとき

規定を削除する。

【参考】地方公務員の育児休業等に関する法律の改正概要



職員の育児体業等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表

職員の育児休業等に関する条例 (改正部分抜粋 )

現 行 峠

(育児休業をすることができない胴

第2条 育児休業法第2条第 1項の条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。

(1)非醜

(2)臨時的に任用される職員

(3)育児休業法第 6条第 1項の規定により任期を定

めて採用された職員

④ 職員の定年等に関する条例僻勢159年葛飾区条

例第 1う第 4条第 1項又は第 2項の規定により引き

続いて嚇 している願

(5)育児休業により養育しようと立五三二2堂て、

(育児体業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第 1項の条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。

(1)育児休業法第 6条第 1項の規定により任期を定

めて採用された職員

(2)職員の定年等に関する条例 僻輛お9年葛飾区条

例第 1号)第 4条第 1項又は第2項の規定により引き

続いて勤務している職員

2条第 1項ただし書の人事院規則で定

配儘静が育

している順

⑥ _前号に掲げる職員のほ力≧三壁量が育児体業によ

り養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親

が常態として養育することができる場合における当

織

雄 るこ_≧笙窒型型量窒壁鋤金

める期間を基準として条例で定める期m_
菫2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の人事

院規則で定める期間を想 隼として熱 電で定める期間

は、57日 間とする。

1項ただし書の条例で定める特

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定

める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)育児休業をしている職員が産前の体業を始め、

若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が

効力を失い、又は第 5条第 2号に掲げる事由に該当し

たことにより当該育児休業の承認が取り消された後、

当該産前の体業若しくは出産に係る予若しくは同号

の規定による承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等

により職員と男J居することとなつたこと。

0)・ (3) (略 )

④ 育児休業(この号の規定に該当したことにより

別の葬 )

第3条 育児休業法第2条第 1項ただし書の条例で定

める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)育児体業をしている職員が産前の体業を始め、

若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が

効力を失い、又は第 5条に規定する事由に該当したこ

とにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該

産前の体業若しくは出産に係る子若しくは同条の規

定による承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等によ

り職員と別居することとなったこと。

(2)・ (3)lul
④ 育児体業 (この号の規定に該当したことにより



当該育児休業に係る子について既にしたものを除

く。)の終了後、当該育児休業をした職員の配偶者幅

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、当該子の親であるものに限る。)が 3月 以上

の期間にわたり当該子を育児休業その他の特別区人

事委員会 (以下「人事委員会」という。)の承認を得て

葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める方法によ

り養育したこと(当該職員が、当該育児休業の請求の

際両親が当該方法により当該子を養育するための計

画について書面により任命権者に申し出た場合に限

る。)。

(5)配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配

偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予

測することができなかつた事実が生じたことにより

当該育児休業に係る子について再度の育児休業をし

なければその養育に著しい支障が生じることとなつ

たこと。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児体業法第 5条第2項の条例で定める事由

は、次に掲げる事由とする。

皇)職員が育児休業により養育している子を当該職

員以外の当該子の親が常態として養育することがで

きることとなつたとき。

や〉 育児体業をしている職員について当該育児休業

に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとす

るとき。

(育児短時間勤務をすることができない胴

第 7条 育児休業法第 10条第 1項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

(1)…
② 臨時的に準断 :される願

(3)育児休業法第 6条第 1項の規定により任期を定

めて民用された職員

④ 職員の定年等に関する条例第4条第 1項又は第

2項の規定により引きね てヽ勤務している職員

(5)育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項 (地方

公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和 27年法律

第 289堤→附則第 5項において読み替えて準用する地

27Z畔

^閣

野徊髯鋼悪292 39夕陽鋼感3

当該育児体業に係る子について既にしたものを除

く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと (当

該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求

の際育児休業により当該子を養育するための計画に
ついて書面により任命権者に申し出た場合に限る。)。

(5)配1剛動ミ負傷又は力腐により入院したこと、配

偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予

測することができなかった事実が生じたことにより

当該育児休業に係る子について育児休業をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由

は、育児休業をしている職員について当該育児体業に

係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする

ときとする。

(育児短時間勤務をすることができない胴

第 7条 育児休業法第 10条第 1項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

Ω  育児休業法第 6条第 1項の規定により任期を定

めて採用された職員

② 職員の定午等に関する条例第 4条第■項又は第

2項の規定により引き続いて勤務している職員

2



の規定により読み替えて適用する場合を舗L)の育

児短時間勤務をいう。以下同軌 )をすることにより

養育しようとする子について、配偶者が育児は

の他の法律により育児休業をしている職員

(6)前号に掲げる職員のほ力、職員が育児短時間勤

務をすることにより養育しようとする時間において、

育児短時間勤務をすることにより養育しようとする

子を当該職員以外の当該子の親が養育することがで

きる場合における当該職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1年

を経過しない場合に育児短時間勤務をすることがで

きる特別の事情)

第 8条 育児休業法第 10条第 1項ただし書の条例で

定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を

始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤

務の承認力溺助 を知 、ヽ又は第 11条第 2号に掲げる

事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承

認が取り消された後、当該産前の体業若しくは出産に

係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡

し、又は養子縁組等により職員と別居することとなっ

たこと。

(2)。 (3)(略)

④ 育児短時間勤務刺 、ヽ第 11条第 3号に掲げ

る事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5)育児短時間勤務 (この号の規定に該当したこと

により当該育児短時間勤務に係る子について既にし

たものを除く。)の終了後、当該育児短時間勤務をし

た職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含み、当該子の親であるものに限

る。)が 3月以上の期間にわたり当該子を育児休業そ

の他の人事委員会の承認を得てallで定める方法に

より養育したこと(当該職員が、当該育児短時間勤務

の請求の際両親が当該方法により当該子を養育する(

ための計画について書面により任命権者に申し出た

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年

を経過しない場合に育児短時間勤務をすることがで

きる特別の事情)

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で

定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)剖勝酔錦爾務 備児佐毅場籠 o多陽事■項 llL

方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和 2ヱ 釜法

肪 公営
`鶴

能ゃ(昭和 27年法律第 292号)第 39条第

3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

の育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職

員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより

当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第 11

条第 1号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休

業若しくは出産に係る子若しくは同

承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と

別居することとならたこと。

0)・ (3) 僻昌)

K41 育児短時間勤務の承認が、第 11条第 2号に掲げ

る事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5)育児短時間勤務 (この号の規定に該当したこと

により当該育児短時間勤務に係る子にっいて既にし

たものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過し

たこと (当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により

当該子を養育するための計画について書面により任

命権者に申し出た場合に限る。)。



場合に限る。)。

(6)配偶者が負傷又は力内により入院したこと、配 |(6) 略 )

偶者と別居したことその他の育児短躙 勤務の終了

時に予測することができなかつた事実が生じたこと

により当該育児短時間勤務に係る子について育児短

時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じ

ることとなつたこと。   ‐

(育児短時間勤務の承認の取消事由) (育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 育児休業法第12条において準用する育児体 1第 11条 育児休業法第12条において準用する育児休

業法第5条第2項の条例で定める事由はt次に掲げる 1業法第 5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる

事由とする。                  1事 由とする。

(1)職員が育児短時間勤務により養育している子

を、当該育児短時間勤務をすることにより養育してい

る時間に、当該職員以外の当該子の親が養育すること

ができることとなわたとき6

(2)・ (⇒  (囀

(部分休業をすることができない胴

第 14条 育児休業法第19条第 1項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

(1)非常勤職員 (地方公務員法価師日25年法律第 261

号)第 28条の5第 1項又は第 28条の6第2項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2)育児短時間勤務又は育児休業法第 17条の規定

による短時間勤務をしている職員

(3)部分休業により養育しようとする子にっいて、

配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業を

している職員

C41 前号に掲げる職員のほ力、職員が部分休業によ

Ω ・Ω  lul

(部分休業をすることができない職員)

第 14条 育児休業法第19条第 1項の条例で定める職

員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定

による短時間勤務をしている職員とする。

り養育しようとする時間において、養育しようとする |

第 18条 この条例に定めるもののほか、育児休業等 1第 18条 この条例に定めるもののほ力、育児休業等

に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則 |に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得

|て、葛飾区規則で定める。で定める。

付 則

鮨 瑚 日)



1 この条例は、平成 22年 6月 30□ 墾ら施行す生
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

輸

2改正前の職員の育児休業等に関する条例 Qtt F敗

工前の条例」という。)第 2条第 5号及び第6号に規

定する職員並びに改正後の職員の育児休業等に関す

る条例 (以下「改正後の条例」という。)第 2.条の2

に規定する期間内に育児休業をしている職員からの

育児休業の承認の請求、改正前の条例第7条第5号及

び第6号に規定する職員からの育児短時間勤務の承

認の請求並びに改正前の条例第 14条第1号及び第4

号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、こ

の条例の施行の日前においても行うことができる。

1 この条例の施行の日前に改正前の条例第3条第4

号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画

は、同日以後は、それぞれ改正後の条例第3条第_4号

又は第8条第5号の規定により職員が申し出上計画と

みな丸


